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建
設
業
労
働
災
害
防
止
規
程
変
更
案
要
綱

第
一

墜
落
に
よ
る
危
険
防
止
措
置
の
充
実

一

会
員
は
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
箇
所
で
、
墜
落
に
よ
り
作
業
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
を
行
う

場
合
に
は
、
作
業
者
に
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
の
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

会
員
は
、
作
業
者
に
足
場
等
を
設
け
さ
せ
る
場
合
に
は
、
床
材
と
建
地
と
の
隙
間
は
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す

る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

三

会
員
は
、
木
造
家
屋
等
の
低
層
住
宅
建
築
工
事
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
足
場
の
設
置
が
困
難
な
屋
根
上
作
業
を
行
う

場
合
に
は
、
作
業
者
に
、
平
成
二
十
七
年
度
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
「
墜
落
防
止
の
た
め
の
安
全
設

備
設
置
の
作
業
標
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
従
っ
て
当
該
工
事
を
行
わ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
防
止
措
置
の
充
実

一

会
員
は
、
明
か
り
掘
削
の
作
業
を
作
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
土
砂
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
作
業
者
に
危

険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
作
業
者
の
立
入
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
地
質
の
変
化
、
異
常
な
湧
水
等
の
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
当
該
支
保
工
を
補
強
し
、
又
は
掘
削
面
の
高



さ
を
低
く
し
、
若
し
く
は
掘
削
面
の
こ
う
配
を
緩
く
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

会
員
は
、
浮
石
等
の
除
去
作
業
を
作
業
者
に
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
ブ
レ
ー
カ
ー
等
の
建
設
機
械
を
用
い

て
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

車
両
系
建
設
機
械
等
に
よ
る
危
険
防
止
措
置
の
充
実

会
員
は
、
作
業
者
に
車
両
系
建
設
機
械
及
び
高
所
作
業
車
を
用
い
た
作
業
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
作
業
者
が
資

格
又
は
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
免
許
証
、
技
能
講
習
修
了
証
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

危
険
有
害
物
及
び
有
害
環
境
等
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
措
置
の
充
実

一

会
員
は
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
等
に
よ
り
、
作
業
場
所
で
使
用
す
る
引
火
物
、
爆
発
物
、
有
機
溶
剤
、
特

定
化
学
物
質
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
を
確
認
し
て
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
安
全

衛
生
対
策
を
講
じ
、
作
業
者
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

会
員
は
、
建
築
物
等
に
お
け
る
石
綿
等
の
使
用
の
有
無
の
調
査
に
つ
い
て
、
建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者
等
、
一
定

の
知
見
を
有
し
、
的
確
な
判
断
が
で
き
る
者
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

健
康
の
保
持
増
進
対
策
等
の
充
実



一

会
員
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た

め
の
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

会
員
は
、
建
設
現
場
に
お
い
て
、
「
建
災
防
方
式
健
康
Ｋ
Ｙ
と
無
記
名
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
等
の
職
場
環
境
改
善
の

取
組
を
導
入
し
た
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

会
員
は
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
労
働
基
準
法
、
労

働
安
全
衛
生
法
等
の
関
係
法
令
に
適
切
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

そ
の
他

一

こ
の
規
程
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


